
【別紙】

葵スクエアを正常かつ安全に使用するため、使用者は既存施設の保護並びに使用上の安全管理に対し

以下の点に留意すること。

留意事項

噴水の正常な作動への阻害防止

路面の破損及び汚損防止

掲示板及び観光案内看板

設営・撤去作業

水道メーター及び電源ボックス

通路の確保

駐車車両及び駐輪

進入経路

青葉イベント広場（葵スクエア）�使用上の留意事項

設営関係

必要以上の開放をしないよう設営し、必要に応じて養生

テープによる固定等の対策を講じること。

ステージ等の設営に当たっては、敷地内に来場者及びス

タッフの通路を確保し、車道の往来は厳禁とする。

安全管理 ・関係者の自転車は、両替町地下駐輪場に駐輪し、歩道

上に放置する等、周辺商店街に迷惑とならないよう、配

慮する。

設営・撤去作業は、周辺商店街のほか、周辺を通行する

車両、通行人等に配慮して実施すること。

必要な対策等

・設営時を除くイベント開催中の敷地内への駐車は禁止

する。（ただし、運営上やむを得ない車両及び緊急車両

を除く。）

・設営時を含め、関係車両の周辺道路への駐車は禁止す

る。

・車両の進入は原則として市役所側からとする。やむを

得ず呉服町通り側から侵入する必要がある時は、人員を

配置して他の通行を妨げないよう配慮する。

・車止めは、車両進入後、ただちに元に戻すこと。

・噴水口は、ゴムマット等によりゴミの侵入を防止する

とともに重量物の荷重が掛からないよう配慮する。

・排水口は、ガムテープ等により完全に口を塞ぎゴミの

侵入を防止する。

・大型車両等による設営作業時の張出脚、大型テントの

脚部、ステージ類の足場等により荷重が掛かる箇所につ

いては、十分な養生を実施する。

・飲食店の設置に当たっては、油類及び飲食物による汚

損を防止するため、シート、カーペット等により、設営

範囲内に養生を実施する。

設営にあたり、敷地内のポスター掲示板及び観光案内板

の閲覧に支障がないよう配慮する。

・設営等により車止めを外したままにする場合、車止め

は事故防止のため、歩行者の支障にならない場所に保管

し、鞘管には転倒防止のため、蓋を設置すること。

まちは劇場推進課
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騒音防止 音量への配慮

※上記の注意事項が遵守されていない場合又は著しく不適切な行為があったと認められる場合、

当該イベントの中止を指示する場合がある。

※前記の指示を受けた団体等については、次回以降の使用について不承認を含む措置を取る。

・当該施設は市の中心部に位置する広場であることか

ら、使用後の清掃は徹底して実施すること。

・音響設備を使用したイベント（音楽演奏を含む）につ

いては、周辺住民等に事前の同意を得ること。

・前記のイベントの実施に当たっては周辺住民等への影

響を考慮した、必要最低限度の音量とし、利用可能時間

（原則午前9時から午後8時まで）を超えないよう留意す

ること。

・噴水周辺（ピンク色の着色部分）については、噴水口

へのゴミの流入による作動不良を防止するため、掃き掃

除等により、ゴミの除去を徹底すること。

使用後の

措置

清掃

・和太鼓またはこれに類似する楽器及びＰＡ装置を使用

した音楽演奏のための利用は原則として許可しない。

・拡声器または放送設備を使用する場合、音源から10ｍ

地点（建物等が10ｍ以内にある時はその敷地境界線）で

の測定値が70㏈を超えないように音量を調整すること。


